
１　はじめに―抹消という周縁化

近年では、「二次元の性的表現を愛好しつつ、生身の人間への性的惹かれを経験しない」人々
や「二次元」キャラクターのみに性的に惹かれる人々について、セクシュアリティの観点から
の議論がなされつつある（Miles 2020; 松浦 2021b, 2022）。二次元キャラクターは情報の束とし
て存在しつつ絵やイメージとして「物質化」される人工物であり、人間とは異なるカテゴリー
の存在者である。このような人間／二次元キャラクターの存在論的差異によって、生身の人間
への欲望とは独立した「二次元に対する非対人性愛」が可能となっているのである。

また、こうしたセクシュアリティの人々には、二次元のキャラクターを性的・恋愛的対象と
することを自身の性的アイデンティティとして積極的に引き受けている人もいる（松浦 2021b, 

2021c）。さらにそうした人々のなかからは、生身の人間に対して性的・恋愛的に惹かれること
が規範的なセクシュアリティとされる状況（対人性愛中心主義）を批判する、という政治的な
主張がなされている（松浦 2021c, 2022）。

背景には、対人性愛中心主義のもとでこうしたセクシュアリティが不可視化されたり、当事
者のあり方を理解され損なったりする、という問題がある（松浦 2021c）。しかしこうしたセク
シュアリティの周縁化には、従来の差別研究では把握できない側面がある。従来の差別研究で
は、排除される対象が理解不能で異質な他者としてマジョリティから差異化されている、とい
うことが自明とされてきた。これに対して、理解不能であるという認識がそもそも生じない、
という仕方での不可視化もある（松浦 2021c）。たとえば、二次元のキャラクターを性的・恋愛
的対象とすることは、単に表現様式が特徴的なだけの「異性愛」ないし「同性愛」と認識され
ることによって、いわば「普通」の対人性愛とみなされる。そのような認識によって、セクシュ
アリティに関する支配的な解釈図式が温存されることになるのである。本稿では、このような

「類型化されないことをともなう周縁化」を「抹消」と呼び、従来論じられてきた「排除」から
区別することにする。

抹消は、排除の対象として名指されないという点で、一見するとあまり問題ではないと思わ

グローバルなリスク社会における倫理的普遍化による抹消
―二次元の創作物を「児童ポルノ」とみなす非難における対人性愛中心主義を事例に
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れるかもしれない。しかし抹消はミクロな日常的相互行為のレベルだけでなく、制度的なレベ
ルでも問題をもたらしうる。排除の対象として直接名指されることがないまま、制度的に、そ
してグローバルなレベルで、抹消が生じうるのである。

本稿では、このようなマクロなレベルに波及する抹消が、リスク認知と道徳の普遍化によっ
てもたらされる可能性を考察する。具体的には、二次元の性的表現を「児童ポルノ」とみなす
ことをめぐる議論の動向に注目し、そこで対人性愛中心主義が暗に前提とされてしまっている
ことを批判的に検討する。

２　理論的考察―道徳が有する排除／抹消の機能と世界リスク社会

リスクをめぐる議論は道徳や倫理と密接に結びついている。このことを端的に言い表してい
るのが、人類学者のメアリ・ダグラスである。

   リスクに関する議論は倫理的にも政治的にも激烈な感情を伴う。あるリスクを名指しする
ことは、その発生源を告発することでもある。どんな危険が脅威なのか、どんな危険なら
無視してもいいのかという選択は、危険を告発する人々がどんな行動を止めさせようとし
ているのかで決まる。（Douglas 2002=2009: 26）

リスクと道徳との関連については、社会学におけるリスク論でも指摘されている。詳細は後
述するが、たとえばベックやルーマンといった理論家が、リスクと道徳の関係についての議論
を提示している。

こうしたリスク論者はそれぞれ異なるリスク概念を用いており、たとえばリスクが近代に特
有のものなのか否か、リスクと危険を区別すべきか否か、などの点で差異がある。しかし本稿
の課題は、リスク概念に関する考察ではなく、道徳と結びついたリスク現象に関する考察であ
るため、リスク概念をめぐる上記の問いにはコミットせずに議論を進める。さしあたり本稿に
とって重要なのは、ダグラスやベックやルーマンといったさまざまなリスク論者がいずれも、
リスクが道徳と関わるとみなしていることである。

2.1　「道徳－リスク」言説と日常生活世界
リスク社会論で扱われるリスクは、環境問題や原発事故のような、大規模な事象や、政治的

決定に関わる事象が典型的だった。しかしリスクはマクロレベルの現象だけでなく、ミクロな
日常生活にも影響を及ぼすものでもある。このことを強調しつつ、日常生活の次元に関わる「道
徳＝リスク言説」に注目するのが、アラン・ハントである。

ハントによれば、道徳的な問題は、19世紀には「間違っている」「インモラル」といった道徳
の語彙で語られていたのに対して、20世紀以降は直接的に道徳の語彙で語られるのではなく、
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「危害」や「リスク」という言説形式で語られるようになった１）。しかし道徳の次元は排除され
たわけではなく、功利的な装いの言説へと包摂されている（Hunt 2003: 166-7）。これが「道徳
とリスクのハイブリッド化」や「リスクの道徳化」と呼ばれる。

リスク言説においては、一方で非－リスキーなものが正常なものとされつつ、「逸脱や違犯が
「リスキーなもの」として構築され、何らかの規制的介入をするための前置きとして道徳化され
る」（Hunt 2003: 177-8）。そしてリスクの道徳化は「日常世界における官僚的規制」と「規制の
影響を強化し、さらには増殖させるような仕方で、市民に負わせる責任」の両方を拡大する

（Hunt 2003: 165）。そうした日常生活における個々人の行動に対する官僚的規制は「高度に形式
化され、日常世界の実践をほとんどあるいはまったく度外視」するものになることがある（Hunt 

2003: 180）。
そしてハントは、リスクを「道徳的な問題」として提示することが「閉鎖の機制」（a mech-

anism of closure）として機能すると指摘する（Hunt 2003: 181）。閉鎖の機制には２つの段階が
ある。第１に、「道徳化言説は多様な異なる論点を均質化する」（Hunt 2003: 182）。その例とし
てハントは、「裸の子どもの写真はいかなるものであれポルノグラフィックなものだ」という道
徳化言説のもとで「親は海岸で休日に写真を取る前に子どもが服を着ているか確認するように
なっている」というものを挙げている２）（Hunt 2003: 182）。そして第２に、ある論点を「道徳
的な問題」だとする主張は、「道徳的判断の論点以外の考察を排除する」（Hunt 2003: 182）。こ
の例としてハントは、もし児童ポルノが本質的に悪であるとすれば、芸術的な価値や言論の権
利といった他の論点を検討する余地がなくなる、ということを挙げている。

上記の個々の論点に関する価値判断には議論の余地がありうるが、ここで重要なのは、リス
ク言説が「道徳的規制の形態を直接的に設けるようには見えない仕方で、規制的介入のための
一見して功利的な根拠を提供する」ことである（Hunt 2003: 187）。たとえば「安全ではないセッ
クスをすることはリスキーだ」という主張は、「安全ではないセックスは誤っている」と直接言
うものではないものの、後者のような道徳的判断へと容易に結びつく。道徳的判断を明示せず
に持ち込みうるもの、それが道徳＝リスク言説だというのがハントの主張である。

2.2　「道徳的なリスクの時代」―世界リスク社会における「倫理のグローバリゼーション」
以上のように、ハントは日常生活の次元において道徳とリスクが結びつく仕方を論じていた。

これに加えて、「リスク社会とは、世界リスク社会のことだ」（Beck 1999=2014: 31）という現
状を踏まえれば、現代では道徳規範がグローバルに共有されうるという点も考慮する必要があ
る。

ベックは有害物質の排出などの事例を念頭に置きつつ、文明化リスクの特徴を論じている
（Beck 1986=1998: 28-30; 伊藤 2017: 19-20）。こうしたリスクの及ぶ範囲は特定の国や地域に限
定されず、全世界がリスクにさらされうる。また、このようなグローバルなリスクは、責任の
所在を特定の個人や企業のみに帰属させることが困難である。さらに人々はこうしたリスクを
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直接的に知覚できず、それゆえ何がどの程度リスクであるのかは社会的に定義されることにな
る。

そして、あるリスクの定義づけが人々の間で共有されたとき、そのリスクに対する「不安に
よる連帯」が生じ、それが「政治的な力」になることがある（Beck 1986=1998: 75; 伊藤 2017: 

21）。そこで重要になるのが、政治システムの外部のアクターによるサブ政治である。
ベックによれば、リスク社会においては政治と非－政治の境界が消失し、以前には政治シス

テムに含まれていなかったアクターが政治的影響力を行使するようになる。こうしたサブ政治
には「下からの社会形成」という側面があり、そこでは「経済や科学や職業や日常や私的なこ
と」もまた「政治的議論の嵐にさらされる」（Beck 1997=2010: 116）。そうしたサブ政治の事例
として、ベックは技術＝経済的発展だけでなく「司法、メディア公共性、親密圏（Privatheit）、
市民運動、医療、企業の合理化など」にも触れている（伊藤 2017: 40）。

つまり現在では、「国家」だけでなく「資本」や「市民社会」などもまた、ある種の政治的ア
クターとなっているのである。そして世界リスク社会のもとでは、こうしたサブ政治はグロー
バルな次元で展開されることもあり、「下からのグローバリゼーション」と言える（Beck 

1999=2014: 63）。
本稿にとって重要なのは、リスクへの不安による連帯が、道徳による連帯となりうることで

ある。現在の人々は以前の人々よりも「道徳的にものごとを感受している」という見方のもと
で、ベックはリスク社会が「道徳的なリスクの時代」であると示唆する（Beck 1999=2014: 14）。
また実際にサブ政治の運動において、リスクに対処すべきだという要求が道徳的な主張として
行われる。そしてその道徳がグローバルに共有されることによって、サブ政治の運動もまた国
民国家の枠を超えて波及するようになる。このような事例をもとに、ベックは「倫理のグロー
バリゼーション」が「コスモポリタン・デモクラシー」の礎となりうると構想している（Beck 

1999=2014: 15）。ただし他方で「人権」の名のもとで軍事介入が行われる事例もあり（Beck 

1999=2014: 22）、それゆえベックは、グローバルに共有された倫理規範が「古いスタイルの帝
国の冒険者たちの前線として政治的に利用されかねない」ことにも注意を促している（Beck 

1999=2014: 15）。このように、ベックは普遍的な道徳や倫理に関する功罪両面に注意を払って
いるが、とはいえ大枠としては不安や道徳による連帯を積極的に評価していると言える。

2.3　リスク帰属をめぐるコンフリクトと生き方の問題
これに対して、道徳はコンフリクトをもたらすものだ、という立場をとるのがルーマンであ

る。ルーマンは道徳を、「人格全体」を対象として「尊敬ないし軽蔑を示唆しつつ営まれる特別
な種類のコミュニケーション」とみなす（Luhmann 2008=2015: 266）。「道徳は、《立場を保持す
ること》ないし《他者の処罰》を優先させようと考える、追加の

4 4 4

動機を作り出す」ため、「争論
的な、争いをかき立てる」のである（Luhmann 2008=2015: 111、強調原文）。

道徳は、リスクをめぐる意見形成にも用いられる。リスクをめぐる社会状況では、しばしば
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複数の相異なるリスクが存在し、しかもそれぞれのリスクを相互に比較できない場合がある。
そのとき当該のリスクをめぐる論争では、論敵の主張を退けるために、その論敵がリスクを適
切に考慮していないのだと道徳的に非難する、という方法が用いられるのである（Luhmann 

2008=2015: 304）。しかしすでに述べたように、道徳はコンフリクトを解消するよりも、むしろ
自身の立場に固執させることによってコンフリクトを引き起こす。その意味で「コミュニケー
ションに道徳的な色づけを施す事自体が、リスキーなのである」（Luhmann 2008=2015: 305）。

こうしたリスクをめぐるコンフリクトには、「リスク評価コンフリクト」と「帰属コンフリク
ト」がある（井口 2014）。前者は、リスクの原因と責任の帰属先について共通了解が成り立っ
ているなかで、そのリスクがどの程度のものなのかという評価に関する食い違いである。それ
に対して後者は、そもそもリスクを何／誰に帰属すべきか３）という点での食い違いである。

この区別はリスクをめぐる道徳的論争にも適用できると考えられる。すなわち、道徳的に問
題があると思われる何らかの行為について、それがどのように（あるいはどの程度）道徳的に
良い／悪いかという論点だけでなく、道徳的な良さ／悪さをその行為に帰属できるのかどうか
という論点があるのである。

これに加えて本稿で重要なのは、リスク認知が生き方の問題と関わっている、というベック
の指摘である。何をリスクとみなすかという社会的認知は、「どのように生きたいのか」という
問題、すなわち「われわれが守らなくてはならない人間のうち人間的なるものとは何か」とい
う問題に左右される（Beck 1986=1998: 38）。あるリスクが許容可能なものか否か（リスク評価
コンフリクト）、そもそも何をリスク要因とみなすのか（帰属コンフリクト）、といった議論で
は、どのような生き方を目指すべきかという規範的判断が暗に前提として持ち込まれうるので
ある。

2.4　道徳的普遍化による排除
このことは、「道徳的判断そのものが道徳的に判断されうる」（Luhmann 2008=2015: 146）と

いうメタ道徳化と密接に関わる。ルーマンによれば、機能分化した社会においては、善い行為
／悪い行為をした人が尊敬／軽蔑を獲得するだけでなく、場合によっては、ある行為を善い／
悪いと判断すること自体によって尊敬／軽蔑を獲得する。生き方の問題との関係で言えば、あ
る種の道徳は特定の生き方を排除するがゆえに非難の対象となることがあるのである。

この点に関する具体例を提示しているのが、アルフレッド・シュッツである。シュッツは、
サムナーの言う「自民族中心主義」を正当化するものとして、マッキーヴァーの言う「中心的
神話」を位置づける（Schutz 1964=1991: 328）。中心的神話とは、ある集団が自明視している世
界観を支える支配的イデオロギーのことである。マイケル・バーバーによれば、この箇所から

「自然的態度における道徳律の機能」に関するシュッツの認識が読み取れる（Barber 1991: 131）。
それは、「道徳律」（moral codes）や「倫理理論」（ethical theories）が中心的神話として機能す
る、という認識である。「自民族中心主義的な世界観を維持する要素として、道徳律とその理論
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的精緻化は排除の道具となりうる」のであり、「倫理的普遍化」（ethical universalizations）に
よって「反対意見を排除し、解釈の衝突を見逃し、内集団をそれ自身に自己密閉し、外集団を
さらに追放する危険」が生じるのである４）（Barber 1991: 132-4）。

リスクと道徳が結びつく状況においては、道徳的普遍化がもたらす問題はリスク評価やリス
ク帰属の問題にもなる。すなわち、あることがらをリスクとみなす認識そのものが、ある種の
生き方や特定の集団を排除することになりうるのである。そうした場合には、そのリスク＝道
徳的判断そのものが、道徳的判断の対象となりうると言える。

３　本稿の問いと分析対象

3.1　本稿の問い―道徳－リスク言説による抹消
以上のように、道徳やリスクに関する言説や判断が、ある種の排除をもたらしうることが指

摘されてきた。この問題は、排除だけでなく抹消にも適用できるのではないだろうか。すなわ
ち、マジョリティから差異化されず、そもそも存在すると想定されず、名指しで排斥されるこ
とのないままに不可視化される人々もまた、リスクや道徳による周縁化を被るのではないか。
本稿ではこの問題を検討する。

先取りしていえば、以下の２点が最終的な結論となる。第１に、道徳－リスク言説は、ハン
トの挙げた「閉鎖の機制」に加えて、別様な道徳的判断の可能性を抹消するものでもある。第
２に、名指されることのない周縁化であるところの抹消が、排除に転ずることなしに、一挙に
グローバルなレベルで生じうる。こうした問題について、以下で事例に即して考察を行う。

3.2　分析対象―リスクとしてのポルノグラフィをめぐる議論
本稿では上記の問題を検討するうえで、二次元の性的表現を「児童ポルノ」とみなすことを

めぐる議論の動向を扱う。具体的には、このトピックに関する先行研究や記事をもとに、現在
までの動向を確認したうえで、そこで二次元をめぐる非対人性愛がどのように抹消されている
かを考察する。

考察に先立って、この事例が道徳とリスクの結びつきに関する事例と言える根拠を確認して
おく。まず、ポルノグラフィをめぐる倫理的議論がリスクと結びつけられていることが挙げら
れる。たとえば、ポルノグラフィがジェンダー不平等のリスク要因である、という仮説が議論
されている５）。加えて、二次元の性的表現をめぐる先行研究でも、ハントの議論が参照されて
いることが挙げられる。たとえばマーク・マクレランドは、官僚的規制が人々の生活実態を無
視しているというハントの指摘や「閉鎖の機制」についての議論を引用しつつ、オーストラリ
アでマンガやアニメなどのコンテンツが「児童ポルノ」として規制されたことを批判している

（McLelland 2011）。以上のことから、この事例を道徳とリスクが関係するものとして扱うこと
は正当だと考えられる。

― 6 ―



４　これまでの議論６）

4.1　現在までの動向―グローバルなサブ政治を含めて
マンガ表現規制に関する論点は時代とともに変化してきたが（長岡 2010）、現在では、創作

物を「児童ポルノ」として規制する法律が制定されている国があり、実際に性的な創作物の所
持などで処罰された事例が出ている。

たとえば、カナダの法律ではアニメやマンガやゲームなどの創作物も「児童ポルノ」に含ま
れており、児童ポルノに該当する日本製アニメを輸入したという理由で、2005年に男性が有罪
判決を受けている（間柴 2008）。ただし裁判で無罪となったケースもあり、法解釈上例外的に
許容される場合もある。オーストラリアも同様に創作物が規制対象となっており、テレビアニ
メ『ザ・シンプソンズ』のキャラクターを描いた性的な二次創作を所持していた人が有罪判決
を受けている（McLelland 2011）。イギリスでは2010年以降に架空の人物を描いた創作物を児童
ポルノに含めるようになり、2014年にはアダルトコミックの所持により男性が懲役９ヶ月（執
行猶予２年）の有罪判決を受けている（Gomez 2014）。アメリカでは、実在する未成年者を描
写したものと、非実在の未成年者を描写したものが、それぞれ異なる法律で扱われている。そ
のうち後者の非実在表現については、わいせつ物として規制されており、故意の製造や故意の
所持が処罰対象とされている（間柴 2008）。2010年には、この法律に基づいて起訴された男性
が司法取引に応じ、６か月の服役を課されている。また、スウェーデンの法律でも創作物が児
童ポルノに含まれる条文となっている。ただし最高裁判決で、実際の児童の被害と明らかに無
関係な非写実的作品は処罰対象とならない、という判決が出ている（井樋 2013）。そして韓国
では2011年の「児童及び青少年の性保護に関する法律」改正以降、マンガやアニメによる性的
表現が、実在する児童を利用した児童ポルノと同様の罰則を科されるようになった（Park 2013）。
その後、運用上の取り締まり範囲が緩和されたものの、マンガやアニメの規制自体は2015年に
憲法裁判所で合憲と判決されている。

日本では「児童ポルノ」としての法規制にはいたっていないが、1990年代以降に類似した規
制が議論されるようになっており（長岡 2010: 197）、とりわけ近年「社会問題」として論争と
なった事例として、2010年の「東京都青少年の健全な育成に関する条例」（以下「都条例」）改
正論争や2014年の「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に
関する法律」（以下「児童ポルノ禁止法」）改正論争が挙げられる（佐藤 2015, 2016）。

上記の動向に関わっているのは国家（および政治家）だけではない。たとえば2010年代日本
における都条例や児童ポルノ禁止法改正論争の背景として、日本ユニセフ協会らによる「なく
そう！子どもポルノキャンペーン」のような、サブ政治の運動が挙げられる（佐藤 2015）。も
ちろんこうしたサブ政治はマンガ等の創作物の規制に反対する立場からも行われており（長岡 

2010）、そうした動きのなかには「オタク」の趣味縁による抵抗運動と位置づけられるものもあ
る（浅野 2012）。
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これに加えて、近年では国家による法規制とも市民による政治運動とも異なる、民間のデジ
タルプラットフォーマーやクレジットカード会社による自主規制という論点が提起されている

（坂井 2019; 佐藤 2019）。こうした私企業はコンテンツの流通に関して大きな権力を持っており、
その方針によって特定のコンテンツの流通が大きく制限されかねないという状況があるのであ
る。

4.2　法規制の評価をめぐる先行研究
こうした動向については学術的にもさまざまな観点から議論されている。まずは法制度とし

ての妥当性という観点からの法学的な研究が挙げられる。一方で、創作物規制そのものには賛
成しつつ、それが保守的ないしパターナリスティックなアプローチで展開されることを批判す
る、という立場がある。この立場では、「非実在青少年」に関する都条例改正案に対して、「『性
的感情を刺激する』という現行条例の規定よりもはるかにまし」であり、「わいせつ基準」から

「子どもの人権基準」へとシフトしたものとして一定の評価をしている（森田 2010）。しかし他
方で、単に犯罪につながるリスクがあるという理由だけで創作物規制をすることは不当である
という立場がある（大屋 2014）。創作物規制には、創作物と加害行為との間の「相当に強い因
果性の証明」が必要であり、かつ表現規制立法であることを明確にしたうえでの議論が必要で
あるとされる。

これと関連する論点として、子どものためにならないという反論がなされてもいる。創作物
に対して、実在する児童を利用した児童ポルノと同じ処罰をすることは、警察の人的資源を創
作物に割くことになり、むしろ実在する児童の保護を妨げることになるという指摘がある（Park 

2013）。
これに加えて、ファン文化の観点からの批判もある。たとえばオーストラリアでの法規制は

ヘイトスピーチ規制と同様の論理で正当化されたが、マクレランドによれば、架空の児童キャ
ラクターを用いた創作物を「実際の児童虐待への扇動」と同じ「発語内行為」とみなすことは、
ファン文化の実態と乖離している７）（McLelland 2011）。また、マンガやアニメのファンたちは
ペドフィリアのネットワークとは無関係であるにもかかわらず、法的な創作物規制は両者を象
徴的に結びつけてしまうことになる。それゆえ創作物規制は、ファン文化が不当に蔑視される
ことにつながると指摘している（McLelland 2011）。

こうしたファン文化の観点からの議論は、女性やクィアな若者の立場からの議論とも結びつ
いている。ファン文化は女性や若者にとって重要な表現の場となっており、それゆえ創作物規
制は、むしろ女性や若者のセクシュアリティに不当な抑圧を課すことにもなりかねない。たと
えば BL 規制８）は性規範のダブルスタンダードに由来する場合があり、さらに成人女性の快楽
を奪うという問題もある（堀 2015）。また、創作物規制が若者の性的アイデンティティをはぐ
くむ機会を不当に制限していると指摘されている（McLelland 2017）。

ファン文化と関係する論点として、二次元の性的表現を愛好する営みのなかに積極的な倫理
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を見いだす議論もある。たとえば原田伸一朗（2006）は「萌え」を「Virtual Sexuality」と位置
づけて「Real Sexuality」から区別し、「ヴァーチャルな欲望を現実化させずにあくまでヴァー
チャルな次元にとどめること」を「『萌え』の倫理」と呼び、これを「『児童ポルノ規制』の論
理」に対する応答として捉えている。またパトリック・Ｗ・ガルブレイスは「萌えの倫理」を
性に関するオルタナティブな倫理として評価している（Galbraith 2017）。ただしこれらの研究
では、あくまで問いの対象は二次元表現であり、セクシュアリティをめぐる社会の側の規範性
を問い直す志向は弱い。

これに対して、「二次元をめぐる非対人性愛」というセクシュアリティの権利や承認という観
点からの研究が、近年になって徐々に提示されている（Miles 2020; 松浦 2022）。こうした観点
からは、対人性愛を基準とする支配的な見方そのものを問い直す議論が提示されているのだが、
しかし運動や論争において注目されることは依然として少ないというのが現状である。

５　考察

5.1　存在の抹消、オルタナティブな道徳の抹消
ここまで、ポルノグラフィをめぐる道徳的議論がリスクと結びついて論じられていることを

3.2で確認したうえで、二次元の性的表現を「児童ポルノ」とみなす非難について、これまでの
議論の状況を概観した。まず言えるのは、二次元をめぐる非対人性愛というセクシュアリティ
の存在が、近年にいたるまで議論に上ってこなかったということである。

このことは、対人性愛中心主義的な認識が批判されることなく温存されている、ということ
でもある。対人性愛中心主義的な認識が最も露骨に表れているのが、「児童ポルノ」に「人間の
児童を映した性的描写物」と「二次元の児童キャラクターを描いた性的描写物」の両方を含め
る、という批判側の主張である。そこでは、「児童」というカテゴリーのなかに「人間の児童」
と「二次元の児童キャラクター」がともに含まれており、それによって両者が連続的なものだ
とみなされ、そして両者の影響関係を懸念するという思考が可能となっている。しかしこれに
対して、「人間」というカテゴリーに「人間の成年」と「人間の児童」がともに含まれるにもか
かわらず、この２つの連続性や影響関係が懸念されることはない。「『二次元キャラクター』を
性的対象とする創作物が『人間』という別の存在者をセクシュアライズする、ということがな
ぜ起こるというのか？」「生身の人間を性的対象とすることが文化的に許容されているからこ
そ、生身の児童が性的対象とされる可能性が生じるのではないか？」といった対人性愛を問う
見方は決して提起されないのである。

このように、「二次元の児童キャラを性的対象とすること」と「人間の児童を性的対象とする
こと」の連続性は懸念されるが、「人間の成年を性的対象とすること」と「人間の児童を性的対
象とすること」の連続性は問われない、という対人性愛中心主義的な非対称性がある。つまり、
人間と二次元キャラクターとの存在論的差異がいかなる意味も持たない、という暗黙の決めつ
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けが存在し、それによって二次元に対する非対人性愛が抹消されているのである。にもかかわ
らず、こうした状況は、法規制に反対する立場からも看過されており、その結果、たとえ法規
制への批判がなされていると言っても、対人性愛を基準とした倫理は依然として温存されてい
るのである９）。

このように、これまでの動向では、ほとんどの論者が二次元に対する非対人性愛という「生
き方」を暗黙のうちに周縁化しているか、もしくは周縁化を看過していた。ただしこうした周
縁化は、非対人性愛を名指しで排除するという形式ではなく、まさに抹消である。従来の議論
では、道徳やリスクをめぐる実践がもたらす排除について論じられてきたが、以上の事例から、
シュッツの示唆する「倫理的普遍化」は抹消をもたらすこともあるのだと言える。

こうした抹消は、具体的には以下の３つの現象として表れる。１点目は、論点の均質化にと
もなう存在の均質化である。ハントが指摘していたように、「道徳化言説は多様な異なる論点を
均質化する」ことがある。この例として、「児童ポルノ」に「人間の児童を映した描写物」と

「二次元の児童キャラクターを描いた描写物」の両方を含める主張が位置づけられるだろう。し
かしこれは、単に論点を均質化するだけでなく、「人間の児童を映した描写物」と「二次元の児
童キャラクターを描いた描写物」という異なる存在物の差異を無意味化する、という存在論的
差異の均質化でもある。こうした二次元と三次元との存在論的差異を抹消することは、同時に
二次元をめぐる非対人性愛を対人性愛へと還元してしまうことでもある。このようにして、論
点の均質化にともなう存在の均質化は、ある人々の存在を抹消することになる。

そして存在を抹消されると、リスクの帰属コンフリクトをめぐる論争から実質的に締め出さ
れてしまう。この具体例が、性的表現が問いの対象とされ、対人性愛の自明性が温存される、
という上記のような状況である。そこでは、法規制に賛成する立場も反対する立場も、いずれ
も「性的表現が問題である／問題ではない」という議論をしており、性的表現が議論の対象と
される状況自体は不問に付されている。これが２点目の現象であり、問題化の焦点の固定化、
と呼ぶことができる。

そして「問題化の焦点の固定化」を支えるのが、ある種の閉鎖の機制である。ハントは閉鎖
の機制のひとつとして、ある論点を「道徳的な問題」だとする主張が「道徳的判断の論点以外
の考察を排除する」、と主張していた。しかし対人性愛中心主義的な議論動向に見られるのは、
対人性愛を問うという別様な道徳的判断の可能性を予め締め出している、という状況である。
これは道徳的判断以外の論点を締め出しているのではなく、ある種の道徳的判断を締め出すも
のである。このような、別様な道徳的基準を締め出す閉鎖の機制を、道徳的想像力の閉鎖と呼
ぶことができる。

道徳的想像力の閉鎖は、メタ道徳的判断を締め出すことによって、当該の道徳的判断の地位
を安定させる。というのも、ルーマンが述べるように、再帰的な道徳化のもとでは、「道徳的判
断そのものが、道徳的に判断されうる」（Luhmann 2008=2015: 146）。つまり原則的には、道徳
的判断そのものに対するメタ的な道徳的判断の可能性が常に残り続ける。しかし実践上はどこ
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かでメタ的な判断を打ち止めにするのであり、オルタナティブな道徳的想像力の閉鎖は、この
打ち止めの地点をもたらすもののひとつなのである。

5.2　国家からサブ政治までおよぶ抹消
以上の考察から、道徳やリスクに関する実践が、排除のみならず抹消ももたらす、というこ

とが確認できた。次に注目すべきは、こうした抹消が、国家的な法制度や議会政治のみならず、
市民運動や、プラットフォーマーやクレジットカード会社といった資本など、さまざまなサブ
政治にも広がりうるという点である。すなわち抹消は、単に個々人の認識や相互行為などのミ
クロなレベルだけでなく、国家的な政治のレベルや、さらにグローバルな運動や規範のレベル
でも生じうる、ということである。

二次元をめぐる非対人性愛は、たとえば同性愛のように名指しでの法的禁止を被ることがな
いのではないか、と思われるかもしれない。しかしながら、二次元をめぐる非対人性愛が、対
人性愛中心主義的な法制度によって実質的に存在を否定される、という事態は実際に生じてい
る。この点について、韓国出身で日本への留学経験のあるＩさんによる語りを取り上げたい10）。
筆者は、「二次元の性的表現を愛好しており，かつ生身の人間へ性的に惹かれない」人々へのイ
ンタビュー調査を2019年から行なっているが、Ｉさんへのインタビューはその一環として実施
したものである。

現在（2022年10月）のＩさんは日本で生活をしているが、Ｉさんが「韓国の生活を整理して
完全に日本に移ろうとする理由」のひとつとして挙げたのが、先に述べた「児童及び青少年の
性保護に関する法律」改正である。この法改正について、Ｉさんは以下のように「圧迫感」や

「緊張感」を表明し、「精神健康」への悪影響について語っている。

  ＊： そうしたものが実際に施行されるってなったときに、どういうふうに思ったりとか
……。

  Ｉ： や、かなりの圧迫感を感じましたね。アチョン法（注：韓国の「児童及び青少年の性
保護に関する法律」の通称「아청법」）でエロアニメを流通して逮捕されたり罰金く
らった人々の履歴とかを見ると、たしかにハードコアなエロアニメとか、そこに実写
物もまじって流通したケースが、たぶんほとんどであると思うんですけど。まあ僕は
基本的にハードコアは、ほんとに自分の趣に合わないし、そもそも僕はハードコアな
表現って、テクスト的に表現することすら拒否感を持つんですよ。なのにそこで、そ
ういうのがマスコミによって晒し者にされるのを見て、一緒にまとめて僕も嫌なこと
をされるんじゃないかという緊張感はありました。

   （中略）
  ＊：韓国の国内だと（法規制に対する）反対運動ってあったりしたんですか？
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  Ｉ： あったんですけど、それで審議が憲法裁判所までいったんですけど、結局可決となっ
てしまいましたね。

  ＊：ああ、なるほど。
  Ｉ： まあこれはですね、今回可決になったと言っても、また時代が変わってから訴訟をや

り直して、覆すことはまたできると思いますし、別の案件を見てもそういう事例はい
くつかあります。でもその間、耐えていく精神的負担はやっぱり避けられないので。

  ＊：そうですよね。
  Ｉ： なので、まあ、僕の場合も、ここでそういうのをずっと潜んだままここで生きていく

のは、たしかに自分の精神健康にも良くなさそうだし。

このように、二次元をめぐる非対人性愛の人々が、対人性愛中心主義的な法制度によって実
質的に存在を否定される、という問題が現に生じている。こうした法規制は、たしかに特定の
性行為を名指しで禁止するものではないかもしれない。しかしこうした法律もまた、二次元を
めぐる非対人性愛を（対人性愛と比べて）間接的に低く価値づけ、そしてそうしたセクシュア
リティの人々の「精神健康」を害し、さらに場合によってはＩさんのケースのように、居住地
選択の制限をももたらすものなのである。

このような抹消は国家レベルにかぎらない。すでに述べたように、国家単位の法制度のみな
らず、市民運動や企業といったサブ政治的アクターもまた、対人性愛中心主義的なメッセージ
を社会に発したり、あるいは企業レベルでの「流通規制」によって非対人性愛的な文化のコン
テンツを締め出したりしている。こうした事例は、典型的な「政治」領域に関わるアクターだ
けでなく、サブ政治的なアクターもまた政治的影響力を行使している、という状況において生
じる抹消なのである。

そしてこうした抹消は、リスクへの不安や道徳にもとづく連帯と結びついている。つまり上
記の事例は、リスク社会における「下からのグローバル化」による「倫理のグローバリゼーショ
ン」が、「倫理的普遍化」や道徳的想像力の閉鎖をもたらし、その結果としてある種の人々の存
在を抹消している、というものだと言える。このように、抹消は単に法規制だけの問題ではな
く、法規制にコミットしない倫理的非難においても生じる問題なのである。

６　おわりに

道徳やリスクに関する言説や実践は、排除のみならず抹消をも引き起こしうる。本稿ではそ
の事例として、「児童ポルノ」規制の文脈で二次元の性的表現を規制・非難することをめぐる動
向に注目し、そこで二次元をめぐる非対人性愛が存在を抹消されていることを確認した。

二次元をめぐる非対人性愛は、暗黙のうちに存在を抹消され、法的・倫理的な問題の帰属に
関する議論から締め出されてきた。そしてそれによって、対人性愛中心主義的でない道徳や倫
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理を思考する可能性が断たれてきた。さらに世界リスク社会においては、国家的な法規制のみ
ならず、市民運動や私企業などによるサブ政治のレベルでも、抹消は生じる。以上のことから、
社会的な排除のみならず、抹消もまた、ミクロレベルからマクロレベルにいたる構造的な問題
として把握する必要があると考えられる。

二次元をめぐる非対人性愛は、必ずしも名指しで排除されるわけではないということもあり、
これまでセクシュアリティに関する周縁化を被っているとは十分認識されてこなかった。しか
し本稿で確認したように、法的なレベルに加えて政治的・倫理的なレベルにおいても、対人性
愛中心主義的な状況がある。今後はこうした状況についても、二次元をめぐる非対人性愛とい
うセクシュアリティを抹消するものとして、批判的に問い直すべきだろう。

［付記］
本研究は JSPS 科研費（課題番号21J11381）の助成を受けたものである。

［注］
１）ハントの挙げる例だが、アルコールはかつて宗教的理由やその他の道徳的理由から「誤ったもの」

とされていたが、20世紀以降は他者への危害や医学的な健康リスクとして問題化されている。
２）近年の事例として、コロナ禍でのオンライン診療のために、自身の子どもの陰部の写真を撮って、

医師向けにアップロードしたところ、当該写真が Google のアルゴリズムで児童性虐待記録物と判定
されてしまい、自身が10年以上使ってきた Google アカウントが削除され、さらに警察から捜査を受
けた、というケースがある（Hill 2022）。この人は捜査を経て無実だと認められたものの、Google ア
カウントは復活されず、知人の連絡先や家族の記録などを失うことになった。巨大プラットフォー
マー企業の提供するサービスは、生活に不可欠なインフラとなっている場合もあり、その意味で本
稿の議論は、企業という民間アクターの権力という論点にもつながるものである。

３）ルーマンの用語でいえば、ある損害可能性が「危険」なのか「リスク」なのか、ということも帰
属コンフリクトの争点となる。なおルーマン自身は帰属コンフリクトという言葉を用いているもの
の、リスク評価コンフリクトと明確に区別しているわけではない（井口 2014）。

４）本稿では「道徳」と「倫理」を区別せずに用いる。
５） A.W. イートンは、ポルノグラフィがジェンダー不平等のリスク要因であるという仮説を疫学的に

調査するための基礎的検討をしている（Eaton 2007）。
６）本節の文章は既発表論文（松浦 2021）と一部重複する。
７）ポルノグラフィを発語内行為とみなす理論への批判や、ポルノグラフィの倫理的論点をめぐる近

年の研究動向については、難波（2019）を参照。
８）諸外国における BL 規制研究は長池一美（2015）による整理を参照。
９）この意味で、従来の法規制反対論は、二次元の児童キャラクターを用いた性的表現（を愛好する

営み）について、法規制は不当だが道徳的には非難されるべきだ、とする主張を十分に退けそこね
ている。

10）Ｉさんは40代（調査時）の男性で、調査は2022年３月12日に日本語で実施した。
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